
 13 

   

 
51  

 
            

      
   
                  

 
 

   
 

  

  

               

  (  ) 

  

 
     

      
 

  
       

  

 

 
 

 

 

 

                        

                       
   

 
 

 
 

 

A  

  



第 28 号様式の本紙   適正管理化学物質の使用量等報告書 

記入要領 
（１）「届出先」 
  事業所が区、市にある場合は所在する区、市の長（例 新宿区長）、 

町村部、島しょにある場合は東京都知事 
（２）「住所」「氏名」 
  ○事業者の住所及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）を記入してくださ

い。 
  ○届出者は、その事業所の届出を工場長や事業所長など当該事業所の化学物質の管理に

責任を有する者に委任することが出来ます。その場合には、以下のように記入してく

ださい。委任状の添付は必要ありませんが、法人内部で適切な委任行為を行ってくだ

さい。 
   ＜例＞ 
     住所   東京都新宿区西新宿２-８-１ 
     氏名   新宿株式会社 代表取締役 東京 太郎 
    
      代理人  西新宿工場長 新宿 次郎 
 
（３）「事業所の名称」 
  ○事業所（企業、会社等）の名称を記入してください（例：西新宿工場） 
（４）「所在地」 
  ○事業所の所在地（区市町村名から番地まで）を記入してください。 
（５）「工場・指定作業場の別」 
  ○工場の設置の認可を取られている事業所、または認可が必要な事業所（例：印刷、塗

装、ドライクリーニング、めっき等）は１に○を付けてください。 
  ○指定作業場設置の届出をされている事業所、または届出が必要な事業所（例：ガソリ

ンスタンド、下水処理場、理科系の大学、研究所等）は２に○を付けてください。 
（６）「業種及び産業分類番号」 
  ○事業所において行われる事業が属する対象業種を記入してください。（例：印刷業、

電気めっき業、金属製品塗装業等） 
  ○（産業分類番号）の欄には業種に対応する産業分類番号（４桁）を記入してください。

産業分類番号は日本標準産業分類における分類となっています。 
 ＊ 業種及び産業分類番号は、別紙業種・産業分類番号一覧を参照してください。 
  （業種の考え方） 
  ○複数業種を営む事業所にあっては、①事業所が営んでいる業種の中から届出の対象と

なっている業種をすべて選択し、②その中から事業所における主たる事業が属する業



種（対象業種の中で製造品等の出荷額・売上額が最も多い業務に関係する業種名）を

最上段に記載し、③次欄以降にそれ以外に営んでいる対象業種を記入してください。 
    ＜例＞ 
      電気めっき業       産業分類番号（２８６４） 
      一般機械器具製造業          （２９００） 
      金属製品塗装業            （２８６１） 
 
（７）「作業の種類」 
  ○条例別表第一に掲げる工場の種類のうち該当するものを記入してください。 
  （例：塗料、染料又は絵の具の吹き付け、 
     ドライクリーニング、 
     金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は皮膜加工） 
  ○条例別表第二に掲げる指定作業場の種類のうち該当するものを記入してください。 
  （例：ガソリンスタンド 
     工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場 
     科学技術にかんする研究、試験、検査を行う事業場） 
 
  または、適正管理化学物質を取り扱っている作業工程、または作業方法を記入してくだ

さい。 
  （例： 塩酸、硫酸等を洗浄剤として使用している場合（酸洗浄） 
      インキ、希釈剤等に使用している場合（グラビア印刷、オフセット印刷）） 
 
（８）「従業員数」 
  ○事業所における使用量等の把握対象年度の４月１日現在（年度途中に事業を開始した

事業者においては事業を開始した日）における正社員、正職員の人数を記入してくだ

さい。アルバイト、パートは含みません。 
（９）「全事業所の常用雇用者数」 
  ○当該事業所を含めた本社及び全国の全事業所の従業員を合算した人数です。アルバイ

ト、パートを含みます。 
（10）「連絡先」 
  ○届出の受理後、行政側から届出内容について問い合わせをさせていただくことがあり

ますので、届出担当者の所属する部署、氏名、電話番号、ファクシミリ番号、電子メ

ールアドレスを記入してください。 
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第２８号様式の別紙 適正管理化学物質の使用量等 

記入要領 
≪注意事項≫ 
 この別紙は、適正管理化学物質３物質ごとに、１枚ずつ作成してください。 
 その際、クロム酸鉛のような物質は、「六価クロム化合物」、「鉛及びその化合物」に含ま

れる物質ですので、「六価クロム化合物」「鉛及びその化合物」について別々に記入してくだ

さい。 
 
（１）「番号」 
  適正管理化学物質の番号を記入してください。（例：トルエンの場合は３９） 
（２）「適正管理化学物質名」 
  適正管理化学物質名を記入してください。（例：トルエン） 
（３）「使用目的」 
  インキ、希釈溶剤等を記入してください。 
（４）「使用量」 
  把握対象年度における適正管理化学物質ごとの使用量を記入してください。 
（５）「製造量」 
  把握対象年度における適正管理化学物質ごとの製造量を記入してください。 
（６）「製品としての出荷量」 
  把握対象年度における適正化学物質ごとの出荷量を記入してください。 
（７）「環境への排出量」 
  把握対象年度における適正化学物質ごとの環境への排出量を、「大気」、「公共用水域」、

「その他」に分けて記入してください。 
   「大気」：事業所から大気中へ排出した適正管理化学物質の量を記入してください。 
   「公共用水域」：事業所から公共用水域（河川、湖沼、海域等）へ排出した適正管理

化学物質の量を記入してください。 
   「その他」：事業所内の土壌等に排出した適正管理化学物質の量を記入してください。 
（８）「事業所外への移動量」 
  「廃棄物」：廃棄物に含まれて事業所の外に運び出された適正管理化学物質の量を記入 

してください。 
    （例：スラッジ、廃インキ、廃酸等にふくまれる適正管理化学物質の量） 
  「廃水（下水道）」：事業所から公共下水道へ放流した適正管理化学物質の量を記入して

ください。 
（９）「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成 

１１年法律第８６号）第５条第２項の規定による主務大臣への排出量等の届出の有無」 
 事業者が PRTR 法に基づく排出量、移動量の届出をした場合は有に○を付けてくださ 
い。 



≪使用量等の記入について≫ 
  ・使用量等は有効数字２桁で記入。ただし、１ｋｇ未満の場合、小数点以下第２位以

下を四捨五入して得られた数値を記入してください。 
  （例：０．１６→０．２） 
  ・算出した結果、“ゼロ”となった項目には、「０」と記入してください。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

＊平成 23 年度からの追加点＊ 
 PRTR 精度の政令改正に伴い、石油業界から新たにヘキサン等の含

有率が提示されました。 
 燃料小売業等からの報告においては、新たにヘキサンの排出量等が

算出可能となり、条例においてもヘキサンの届出が必要となります。 

＊平成 25 年度からの追加点＊ 
 平成 24 年 12 月 17 日に環境確保条例施行規則が改正され、これまで

58 物質だった適正管理化学物質が、1,4－ジオキサンを加えた 59 物質

になりました。 
1，4－ジオキサンを年間 100kg 以上取り扱っている場合には、使用

量の把握及び報告をお願いします。 

＊平成 28 年度からの変更点＊ 
平成 28 年度報告（平成 27 年度実績）からガソリン・灯油中の対象

化学物質の含有率と給油所における排出係数が変更になっています。 
新しい手引き及び計算用 Excel シートは東京都環境局のホームペー

ジで公開されていますのでご確認ください。 



適正管理化学物質名
※裏面に産業分類番号・業種があります。

1,2-ジクロロエチレン

化合物

59 1,4-ジオキサン



※裏面に適正管理化学物質名があります。


